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労労働働安安全全衛衛生生法法第第 110011 条条かからら第第 110033 条条のの逐逐条条解解説説  

 
  

大藪 俊志  佛教大学社会学部公共政策学科・教授 
近藤 龍志  労働基準監督官（1.2.3、1.2.4） 

 
 
 
逐条解説 
１．第 101 条 
１．１ 条文 
（法令等の周知） 
第百一条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場

所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周

知させなければならない。 
２ 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医

の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示

し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させな

ければならない。 
３ 前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一

部を行わせる事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」

とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。 
４ 事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物

質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作

業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方

法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。 
 
１．２ 趣旨・内容 
１．２．１ 趣旨 
 労働災害を効果的に防止するためには、労働安全衛生関係の法令を労働者に適切な方法

で広く周知するとともに、専門的・技術的な事項が多く関係する条文も複雑多岐にわたる
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法令に関する理解を促し、事業者や労働者に対して法令の遵守と労働災害防止に向けた意

識の向上を図る必要がある 1。 
 そのため第 101 条では、事業者に対して労働安全衛生法及び関係政省令等の要旨を常時

各作業場に掲示するなどの方法で労働者に周知させなければならないことを規定している

2。 
 同様の趣旨に基づく規定は工場法（工場法施行規則第 12 条）、労働基準法（第 106 条）

にも設けられており、また、ILO 条約「1947 年の労働監督条約（第 81 号）」の第 12 条に

おいても、労働監督官が事業場での法令遵守を確認（ないし促進）するため、法規により

求められた掲示を事業者に行わせる権限を規定している（第 1 項(c)(iii)）3。 
 
１．２．２ 内容 
〔周知すべき内容〕 
 法第 101 条第 1 項に基づく周知すべき命令には、主要なものとして以下に掲げるものが

ある 4。 
①労働安全衛生法施行令 
②労働安全衛生規則 
③ボイラー及び圧力容器安全規則 
④クレーン等安全規則 
⑤ゴンドラ安全規則 
⑥有機溶剤中毒予防規則 
⑦鉛中毒予防規則 
⑧四アルキル鉛中毒予防規則 
⑨特定化学物質障害予防規則 
⑩高気圧作業安全衛生規則 
⑪電離放射線障害防止規則 
⑫酸素欠乏症等防止規則 

 
1 労務行政研究所編『労働安全衛生法 労働法コンメンタール⑩ 改訂 2版』（労務行政、2021
年（令和 3 年））820 頁。畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』（中災防ブックス、2019
年（令和元年））88～89 頁。労働調査会出版局編『労働安全衛生法の詳解‐労働安全衛生

法の逐条解説‐改訂第 5 版』（労働調査会、2020 年（令和 2 年））1014 頁。 
2 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 819～820 頁。労働調査会出

版局前掲編著（2020 年（令和 2 年））1014 頁 
3 国際労働機関（ILO）ホームページ

（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_238155/lang--ja/index
.htm）（2024 年 2 月 2 日閲覧）。労働調査会出版局前掲編著（2020 年（令和 2 年））1014
頁。 
4 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 821 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1014～1015 頁。 
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法令に関する理解を促し、事業者や労働者に対して法令の遵守と労働災害防止に向けた意

識の向上を図る必要がある 1。 
 そのため第 101 条では、事業者に対して労働安全衛生法及び関係政省令等の要旨を常時

各作業場に掲示するなどの方法で労働者に周知させなければならないことを規定している

2。 
 同様の趣旨に基づく規定は工場法（工場法施行規則第 12 条）、労働基準法（第 106 条）

にも設けられており、また、ILO 条約「1947 年の労働監督条約（第 81 号）」の第 12 条に

おいても、労働監督官が事業場での法令遵守を確認（ないし促進）するため、法規により

求められた掲示を事業者に行わせる権限を規定している（第 1 項(c)(iii)）3。 
 
１．２．２ 内容 
〔周知すべき内容〕 
 法第 101 条第 1 項に基づく周知すべき命令には、主要なものとして以下に掲げるものが

ある 4。 
①労働安全衛生法施行令 
②労働安全衛生規則 
③ボイラー及び圧力容器安全規則 
④クレーン等安全規則 
⑤ゴンドラ安全規則 
⑥有機溶剤中毒予防規則 
⑦鉛中毒予防規則 
⑧四アルキル鉛中毒予防規則 
⑨特定化学物質障害予防規則 
⑩高気圧作業安全衛生規則 
⑪電離放射線障害防止規則 
⑫酸素欠乏症等防止規則 

 
1 労務行政研究所編『労働安全衛生法 労働法コンメンタール⑩ 改訂 2版』（労務行政、2021
年（令和 3 年））820 頁。畠中信夫『労働安全衛生法のはなし』（中災防ブックス、2019
年（令和元年））88～89 頁。労働調査会出版局編『労働安全衛生法の詳解‐労働安全衛生

法の逐条解説‐改訂第 5 版』（労働調査会、2020 年（令和 2 年））1014 頁。 
2 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 819～820 頁。労働調査会出

版局前掲編著（2020 年（令和 2 年））1014 頁 
3 国際労働機関（ILO）ホームページ

（https://www.ilo.org/tokyo/standards/list-of-conventions/WCMS_238155/lang--ja/index
.htm）（2024 年 2 月 2 日閲覧）。労働調査会出版局前掲編著（2020 年（令和 2 年））1014
頁。 
4 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 821 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1014～1015 頁。 
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⑬事務所衛生基準規則 
⑭粉じん障害防止規則 
⑮石綿障害予防規則 

 事業者においてはこれらの法令の全てを掲示するのではなく、作業場における作業の内

容や作業の態様などを考慮したうえで、作業場において必要な命令や告示等に関し、その

内容を分かりやすく整理し、労働者の見やすい箇所に掲示し、あるいは備え付けることが

必要とされる 5。 
〔周知の方法〕 
事業者は、労働安全衛生法及び法に基づく命令の要旨を、次の①～③のいずれかの方法

により、労働者に対して周知しなければならない（法第 101 条第 1 項、安衛則第 98 条の 2
第 1 項）6。 
①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 
②書面を労働者に交付すること。 
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働

者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 
なお、法第 101 条における「作業場」とは、事業場（事業に属する人的・物的施設の存

する場所的な範囲）内において密接な関連のもとに作業が行われている個々の現場を指し、

主として建物別などにより判定すべきものとされる（昭和 23年４月５日付け基発第 535号）。 
〔産業医の業務の具体的内容等の周知〕 
 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の具体的な内容、産業医

に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱い

の方法を、次の①～③までの方法により、労働者に対して周知しなければならない（法第

101 条第 2 項、安衛則第 98 条の 2 第 1 項・第 2 項）7。 
①常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 
②書面を労働者に交付すること。 
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働

者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。 
 また、法第 101 条第 2 項の規定は、第 13 条の 2 第 1 項に規定する者（労働者の健康管理

等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者。安衛

則で主に保健師を想定している）に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者

に準用される。すなわち、産業医の選任義務のない事業場（常時使用する労働者が 50 人未

満）において、法第 13 条の 2 第 1 項に規定する者（保健師等）に労働者の健康管理等の全

 
5 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 821～822 頁。労働調査会出

版局前掲編著（2020 年（令和 2 年））1014～1015 頁。 
6 木村大樹『実務解説 労働安全衛生法』（経営書院、2013 年（平成 25 年））375 頁。 
7 畠中前掲書（2019（令和元年））89 頁。労働調査会出版局前掲編著（2020 年（令和 2
年））1016～1017 頁。 
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部又は一部を行わせるときは、業務の内容その他の業務に関する事項を、作業場の見やす

い場所への掲示、備え付けなどの方法により労働者に周知することに努めなければならな

い 8。 
〔危険又は健康障害を生ずるおそれのある物等を取り扱う作業場における一定

事項の掲示〕 
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物を譲渡し又は提供する者は、名

称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上

の注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置、危険性又は有害

性の要約、安定性及び反応性などに関する事項を譲渡又は提供する相手方に通知しなけれ

ばならない（法第 57 条の 2）9。 
 法第 101 条第 4 項は、労働者が取り扱う物質の成分、有害性、取扱い上注意すべき点等

を事前に承知していなかったことにより生ずる労働災害を防止するため、事業者に対し、

法第 57 条の 2 の規定により通知された事項について、化学物質、化学物質を含有する製剤

その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲

示し、又は備え付けること等の方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させることを

義務づけている 10。 
法第 101 第 4 項が厚生労働省令に特定を委任した周知の方法は以下の通り（安衛則第 98

条の 2 第 3 項）。 
①通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え

付けること。 
②書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。 
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項

に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認でき

る機器を設置すること。 
 
１．２．３ 実務上の取扱い 
 安衛法第 101 条第 1 項の類似の規定として労働基準法第 106 条第 1 項がある。労基法第

106 条第 1 項では法令またはその要旨のほかに就業規則や労使協定等の周知義務が課せら

れているが、法令またはその要旨そのものを周知している事業場は稀であろう。法令その

 
8 尾添博『改訂第 2 版 楽に読める安衛法 概要と解説』（労働新聞社、2019 年（令和元年））

355 頁。 
9 木村前掲書（2013 年（平成 25 年））376 頁。「労働安全衛生法等の一部を改正する法律

等の施行等（化学物質等に 係る表示及び文書交付制度の改善関係）に係る留意事項につい

て」（平 18・10・30 基安化発 1020001 号）。「「労働安全衛生法等の一部を改正する法

律等の施行等（化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係）に係る留意事項につ

いて」の改正について」（平 22・12・16 基安化発 1216 第 1 号）。 
10 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 820 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1015～1016 頁。 
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部又は一部を行わせるときは、業務の内容その他の業務に関する事項を、作業場の見やす

い場所への掲示、備え付けなどの方法により労働者に周知することに努めなければならな

い 8。 
〔危険又は健康障害を生ずるおそれのある物等を取り扱う作業場における一定

事項の掲示〕 
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物を譲渡し又は提供する者は、名

称、成分及びその含有量、物理的及び化学的性質、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上

の注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置、危険性又は有害

性の要約、安定性及び反応性などに関する事項を譲渡又は提供する相手方に通知しなけれ

ばならない（法第 57 条の 2）9。 
 法第 101 条第 4 項は、労働者が取り扱う物質の成分、有害性、取扱い上注意すべき点等

を事前に承知していなかったことにより生ずる労働災害を防止するため、事業者に対し、

法第 57 条の 2 の規定により通知された事項について、化学物質、化学物質を含有する製剤

その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲

示し、又は備え付けること等の方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させることを

義務づけている 10。 
法第 101 第 4 項が厚生労働省令に特定を委任した周知の方法は以下の通り（安衛則第 98

条の 2 第 3 項）。 
①通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え

付けること。 
②書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。 
③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、通知された事項

に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認でき

る機器を設置すること。 
 
１．２．３ 実務上の取扱い 
 安衛法第 101 条第 1 項の類似の規定として労働基準法第 106 条第 1 項がある。労基法第

106 条第 1 項では法令またはその要旨のほかに就業規則や労使協定等の周知義務が課せら

れているが、法令またはその要旨そのものを周知している事業場は稀であろう。法令その

 
8 尾添博『改訂第 2 版 楽に読める安衛法 概要と解説』（労働新聞社、2019 年（令和元年））

355 頁。 
9 木村前掲書（2013 年（平成 25 年））376 頁。「労働安全衛生法等の一部を改正する法律

等の施行等（化学物質等に 係る表示及び文書交付制度の改善関係）に係る留意事項につい

て」（平 18・10・30 基安化発 1020001 号）。「「労働安全衛生法等の一部を改正する法

律等の施行等（化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係）に係る留意事項につ

いて」の改正について」（平 22・12・16 基安化発 1216 第 1 号）。 
10 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 820 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1015～1016 頁。 
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ものは現在はインターネット等で容易に確認することができ、労働基準監督署の指導も事

実上就業規則や労使協定等の未周知についてのみ行われ、法令またはその要旨そのものの

未周知についての指導は行われていないと思われる。 
 同じように、安衛法第 101 条でも、労働基準監督署の指導は第 2 項の産業医の業務内容

等や第４項の化学物質に関し通知された事項等（一般的には SDS）の未周知についてのみ

行われ、第１項における法令またはその要旨そのものの未周知についての指導は行われて

いないと思われる 11。 
 なお、安衛則第 23 条第 3項において、安全委員会、衛生委員会の議事概要の周知義務を

課しており、その方法について安衛法第 101 条第 1 項と同様の方法が定められているが、

安衛則第 23 条第 3 項は安衛法に委任根拠を持たない（安衛則第 23 条第 4 項の議事録の保

存義務は安衛法第 103 条第 1項が根拠条文である。） 

 

１．２．４ 行政指導 
 行政指導の現場において、他の条文の規定に違反が認められる事業場は法令の周知につ

いても違反の可能性が高いと考えられる。労働基準監督官や技官が事業場を臨検し、例え

ばボール盤使用時に手袋を着用している労働者を認めた場合は、安衛法第 20 条、安衛則第

111 条の条文に関する周知についても未実施であることがほとんどと思われる。安衛法令の

他の条文に関する違反を認めた場合、法令の周知に関する条文の違反の有無についても併

せて確認すれば、全体として法令の履行確保の期待が高まると考えられる。 
 ここで留意すべきは、安衛法の多くの条文は「事業者は……しなければならない／して

はならない」と規定していることである。例えばボール盤を用いる作業の場合、安衛法第

20 条に紐付く安衛則第 111 条では 
 第 1 項 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き

込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。 
第 2 項 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用

してはならない。 
と規定されている。 
そのため、ボール盤に「手袋着用禁止」と張り紙をしている事業者は多いと思われる

が、この張り紙はあくまで安衛則第 111 条第 1 項の事業者の措置の一環であって、安衛

法第 101 条第 1 項の法令の周知とはならないと考えられる。（強いて言えば、安衛則第

111 条第 2 項についての周知と言えなくもない。） 
 １．２．１の通り、法令の周知は事業者の責任宣言的な意味を持ち、自主的な法令の

 
11 厚生労働省労働基準局が毎年発表する「労働基準監督年報」の定期監督の違反状況では、

労基法第 106 条について指導していることは確認できる（違反指摘件数もかなり多い〔令

和 2年は 2476件〕）が、それが何についての（法令なのか就業規則なのか労使協定なのか）

未周知なのかは把握できない。また、安衛法第 101条については違反状況の欄がないため

指導状況は確認できない。 
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遵守を促す趣旨から考えると、「事業者は労働者にボール盤を使用させる際、手袋を着

用させてはならない」ということを周知して初めて法令の周知義務を履行していると考

えられる。 
 現状は法令またはその要旨を周知している事業者や未周知の事業者に対する行政指導

はほとんどないと思われるが、その理由としては安衛法令は条文が膨大であり、全部を

周知することは事実上不可能であり、またそれは作業現場の実態に即した周知の趣旨に

もそぐわないであろう（例えば労働調査会発行『安衛法便覧Ⅰ～Ⅲ』を各作業場に備え

付けていれば形式上は本条違反とはみなされないであろうが、労働災害防止の観点から

はあまり意味はないであろう。）。 
 したがって、厚生労働省や災防団体等において業種や作業内容に応じて法令の内容を

簡易的にまとめたリーフレット等を作成し、それらを作業場所ごとに掲示するよう指導

することが効率的かつ効果的な方法と考えられる。詳細な規定については別途ポータル

サイトを用意し、その URL の QR コードをリーフレットに添付しておけば、いつでも詳

細な規定を参照することが可能となる。（図１、２参照） 
 
〔罰則〕 
 事業者が第 101 条第 1 項の規定に違反した場合には、50 万円以下の罰金に処せられる（法

第 120 条第 1 号） 
 
 
２．第 102 条 
２．１ 条文 
（ガス工作物等設置者の義務） 
第百二条 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在

する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働

災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを

教示しなければならない。 
 
２．２ 趣旨・内容 
２．２．１ 趣旨 
 法第 102 条は、ガス工作物、電気工作物、熱供給施設、石油パイプラインを設けている

者に対し、当該工作物の所在する場所又はその附近で建設工事等を行う者から、当該工作

物による労働災害を防止するためにとるべき措置について教示を求められたときは、これ

を教示しなければならないことを定めている 12。 

 
12 木村前掲書（2013 年（平成 25 年））379 頁。畠中前掲書（2019 年（令和元年））235
頁。 
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遵守を促す趣旨から考えると、「事業者は労働者にボール盤を使用させる際、手袋を着

用させてはならない」ということを周知して初めて法令の周知義務を履行していると考

えられる。 
 現状は法令またはその要旨を周知している事業者や未周知の事業者に対する行政指導

はほとんどないと思われるが、その理由としては安衛法令は条文が膨大であり、全部を

周知することは事実上不可能であり、またそれは作業現場の実態に即した周知の趣旨に

もそぐわないであろう（例えば労働調査会発行『安衛法便覧Ⅰ～Ⅲ』を各作業場に備え

付けていれば形式上は本条違反とはみなされないであろうが、労働災害防止の観点から

はあまり意味はないであろう。）。 
 したがって、厚生労働省や災防団体等において業種や作業内容に応じて法令の内容を

簡易的にまとめたリーフレット等を作成し、それらを作業場所ごとに掲示するよう指導

することが効率的かつ効果的な方法と考えられる。詳細な規定については別途ポータル

サイトを用意し、その URL の QR コードをリーフレットに添付しておけば、いつでも詳

細な規定を参照することが可能となる。（図１、２参照） 
 
〔罰則〕 
 事業者が第 101 条第 1 項の規定に違反した場合には、50 万円以下の罰金に処せられる（法

第 120 条第 1 号） 
 
 
２．第 102 条 
２．１ 条文 
（ガス工作物等設置者の義務） 
第百二条 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在

する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働

災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを

教示しなければならない。 
 
２．２ 趣旨・内容 
２．２．１ 趣旨 
 法第 102 条は、ガス工作物、電気工作物、熱供給施設、石油パイプラインを設けている

者に対し、当該工作物の所在する場所又はその附近で建設工事等を行う者から、当該工作

物による労働災害を防止するためにとるべき措置について教示を求められたときは、これ

を教示しなければならないことを定めている 12。 

 
12 木村前掲書（2013 年（平成 25 年））379 頁。畠中前掲書（2019 年（令和元年））235
頁。 

 第 101条～第 103条（大藪俊志・近藤龍志） 

7 

 

 
２．２．２ 内容 
 建設工事を行う場合、工事中にガス管、電力地下ケーブル、蒸気配管、石油配管などの

地下埋設物に接触し、これを破壊したことにより重大な災害を発生させるリスクが存在す

る 13。 
そのため、接触あるいは破壊したことにより重大な労働災害を発生させるおそれのある

ガス工作物などが存在する場所における工事に際しては、事前又は工事中に適切な対策を

講ずることが必要となる 14。この対策を講じる場合においては、ガス工作物などの設置者

が危険性及び破壊、漏洩等の事故の防止対策に関する必要な知識と経験を有しているのが

普通であるため、工事の施工者に適切な措置をとらせるためにも、ガス工作物等の設置者

に災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示義務を課すこととしている 15。 
 法第 102 条の工作物としては、ガス工作物以外に次のものが定められている（安衛令第

25 条）。 
①電気工作物 
②熱供給施設 
③石油パイプライン 
 
 
３．第 103 条 
３．１ 条文 
（書類の保存等） 
第百三条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命

令の規定に基づいて作成した書類（次項及び第三項の帳簿を除く。）を、保存しなければ

ならない。 
２ 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、

検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関

 
13 法第 102 条の規定は、1970 年（昭和 45 年）4 月 8 日に発生した大阪市営地下鉄谷町線

の建設工事中のガス爆発事故の教訓に基づき立法化されたものである（労働調査会出版局

前掲編著（2015 年（平成 27 年））1018 頁）。この事故では、坑内に宙吊りにされたガス

導管の継ぎ手が抜けたことによりガスが工事現場に噴出し、何らかの理由により引火爆発

したことにより、工事関係者・通行人などに多数の死傷者（死者 79 人、負傷者 420 人）が

発生した（久谷與四郎『事故と災害の歴史館‐“あの時”から何を学ぶか‐』（中央労働

災害防止協会、2008 年（平成 20  
年））63～75 頁）。 
14 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 823～824 頁。労働調査会出

版局前掲編著（2020 年（令和 2 年））1018 頁。 
15 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 824 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1018～1019 頁。 
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は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、

特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コン

サルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを

記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 
３ コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、

厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 
 
３．２ 趣旨・内容 
３．２．１ 趣旨 
 法第 103 条では、労働基準監督機関による監督の実効性を確保するとともに、事業場に

おける安全管理・衛生管理手法の適正化と水準の向上に資するため、労働安全衛生法と同

法に基づく命令の規定に基づき作成すべきこととされた書類のうち、特に労働災害を防止

するうえで必要とされるものについては一定期間関係者に保存させることとし、また、当

事者の資格等に関するものに関しては、その備付け及び保存を義務づけている 16。 
 
３．２．２ 内容 
 事業者、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定

機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関、指定登録

機関、コンサルタントは、一定の書類・帳簿を作成し、一定の期間保存しなければならな

い 17。 
〔保存すべき書類の種類及び期間〕 
 法第 103 条第 1 項に基づき事業者が保存すべき書類としては、 
①特別教育に関する記録 
②健康診断の結果に関する記録 
③定期自主検査の結果に関する記録 
④作業環境の測定に関する記録及びその評価の記録 
⑤安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録 
などがある 18。 
このような記録の保存年限はそれぞれの規則が定めている。例えば、定期自主検査結果

報告記録、作業環境測定結果記録、安全・衛生委員会会議記録、特別教育記録は、原則と

して 3 年間とされ、健康診断結果記録や面接指導結果記録に関しては、医療法の規定によ

 
16 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 826 頁。畠中前掲書（2019
年（令和元年））104～105 頁。労働調査会出版局前掲編著（2020 年（令和 2 年））1021
頁。 
17 尾添前掲書（2019 年（令和元年））357 頁。 
18 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 826 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1021～1022 頁。 
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は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、

特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コン

サルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを

記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 
３ コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、

厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。 
 
３．２ 趣旨・内容 
３．２．１ 趣旨 
 法第 103 条では、労働基準監督機関による監督の実効性を確保するとともに、事業場に

おける安全管理・衛生管理手法の適正化と水準の向上に資するため、労働安全衛生法と同

法に基づく命令の規定に基づき作成すべきこととされた書類のうち、特に労働災害を防止

するうえで必要とされるものについては一定期間関係者に保存させることとし、また、当

事者の資格等に関するものに関しては、その備付け及び保存を義務づけている 16。 
 
３．２．２ 内容 
 事業者、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定

機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関、指定登録

機関、コンサルタントは、一定の書類・帳簿を作成し、一定の期間保存しなければならな

い 17。 
〔保存すべき書類の種類及び期間〕 
 法第 103 条第 1 項に基づき事業者が保存すべき書類としては、 
①特別教育に関する記録 
②健康診断の結果に関する記録 
③定期自主検査の結果に関する記録 
④作業環境の測定に関する記録及びその評価の記録 
⑤安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録 
などがある 18。 
このような記録の保存年限はそれぞれの規則が定めている。例えば、定期自主検査結果

報告記録、作業環境測定結果記録、安全・衛生委員会会議記録、特別教育記録は、原則と

して 3 年間とされ、健康診断結果記録や面接指導結果記録に関しては、医療法の規定によ

 
16 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 826 頁。畠中前掲書（2019
年（令和元年））104～105 頁。労働調査会出版局前掲編著（2020 年（令和 2 年））1021
頁。 
17 尾添前掲書（2019 年（令和元年））357 頁。 
18 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 826 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1021～1022 頁。 

 第 101条～第 103条（大藪俊志・近藤龍志） 

9 

 

るカルテの保存年限に合わせて保存年限が 5 年間とされている（表 1）19。 
 また、特化則等において、発がん性のある物質に係る健康診断の結果等については、そ

の保存期間が 30 年間とされ、石綿則第 40 条各項の健康診断結果記録（石綿健康診断個人

票）に関しては、労働者が常時業務に従事しないこととなった日から 40 年間の保存が定め

られている 20。 
〔第 103 条第 2 項の規定に基づく帳簿〕 
第 103 条第 2 項の規定による帳簿としては、登録製造時等検査機関又は登録性能検査機

関が作成する製造時等検査又は性能検査の対象機械等に関する帳簿、登録個別検定機関又

は登録型式検定機関が作成する個別検定又は型式検定の対象機械等に関する帳簿、検査業

者が作成する特定自主検査の機械等に関する帳簿、指定試験機関が作成する免許試験に関

する帳簿及び登録教習機関が作成する技能講習又は教習に係る帳簿がある（表 2）21。 
〔第 103 条第 3 項の規定に基づく帳簿〕 
第 103 条第 3 項の規定による帳簿としては、コンサルタントが依頼者の氏名等を記載す

る帳簿があり、この帳簿は記載の日から三年間保存しなければならない（コンサルタント

則第 22 条）22。 
〔罰則〕 
 事業者が、法第 103 条第 1 項の規定に違反して、作成した書類を保存しない場合は、50
万円以下の罰金に処せられる（法第 120 条第 1 号）。 
 登録製造時等検査機関等の役員又は職員が、第 103 条第 2 項の規定による帳簿の備付け

若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした場合には、50 万円以下の罰金に

処せられる（法第 121 条第 5 号）。 
 コンサルタントが、第 103 条第 3 項の規定に違反して、記載した帳簿の備付け若しくは

保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした場合には、50 万円以下の罰金に処せられ

る（法第 120 条第 6 号）。 
 
 

 
19 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 827 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1021～1022 頁。 
20 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 827 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1021～1022 頁。 
21 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 827 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1021～1022 頁。 
22 労務行政研究所前掲編著（2021 年（令和 3 年））前掲編著 827 頁。労働調査会出版局前

掲編著（2020 年（令和 2 年））1021～1022 頁。 
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表１ 事業者の書類の保存 

書類 保存期間 
救護に関する訓練に関する記録 3 年間 
特別の安全衛生教育の受講者、科目などの記
録 

3 年間 

作業環境測定の結果の評価の評価日時、評価
箇所、評価結果及び評価を実施した者の氏名
の記録 

鉛業務を行う作業場及び有機溶剤の製造・取
扱いの作業場は 3年間、特定化学物質及びコ
ークスの製造などの作業場は 3 年間（クロム
酸などを製造する作業場は 30年間）、粉じん
作業場は 7 年間、石綿等の取扱い又は試験研
究のための製造の作業場は 40年間 

健康診断個人票（則様式第 5号） 5 年間 
高気圧業務健康診断個人票（高圧則様式第 1
号） 

5 年間 

電離放射線健康診断個人票（電離則様式第 1
号） 

5年間保存した後に厚生労働大臣が指定する
機関に引き渡すときを除き 30年間 

特定化学物質健康診断個人票（特化則様式第
2 号） 

特別管理物質の製造・取扱い業務は 30年間 
それ以外は 5年間 

石綿健康診断個人票（石綿則様式第 2号） 常時当該業務に従事しないこととなった日
から 40 年間 

鉛健康診断個人票（鉛則様式第 2号） 5 年間 
四アルキル鉛健康診断個人票（四アルキル鉛
則様式第 2 号） 

5 年間 

有機溶剤等健康診断個人票（有機則様式第 3
号） 

5 年間 

面接指導の結果の記録 5 年間 
じん肺則施行規則様式第 3 号による記録及
びじん肺健康診断に関するエックス線写真 

病院、診療所又は医師が保存しているエック
ス線写真を除き 7年間 

（表 1：出典）木村大樹『実務解説 労働安全衛生法』（経営書院、2013 年（平成 25 年））376～377 頁

（表 7-10。 
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表１ 事業者の書類の保存 

書類 保存期間 
救護に関する訓練に関する記録 3 年間 
特別の安全衛生教育の受講者、科目などの記
録 

3 年間 

作業環境測定の結果の評価の評価日時、評価
箇所、評価結果及び評価を実施した者の氏名
の記録 

鉛業務を行う作業場及び有機溶剤の製造・取
扱いの作業場は 3年間、特定化学物質及びコ
ークスの製造などの作業場は 3 年間（クロム
酸などを製造する作業場は 30年間）、粉じん
作業場は 7 年間、石綿等の取扱い又は試験研
究のための製造の作業場は 40年間 

健康診断個人票（則様式第 5号） 5 年間 
高気圧業務健康診断個人票（高圧則様式第 1
号） 

5 年間 

電離放射線健康診断個人票（電離則様式第 1
号） 

5年間保存した後に厚生労働大臣が指定する
機関に引き渡すときを除き 30年間 

特定化学物質健康診断個人票（特化則様式第
2 号） 

特別管理物質の製造・取扱い業務は 30年間 
それ以外は 5年間 

石綿健康診断個人票（石綿則様式第 2号） 常時当該業務に従事しないこととなった日
から 40 年間 

鉛健康診断個人票（鉛則様式第 2号） 5 年間 
四アルキル鉛健康診断個人票（四アルキル鉛
則様式第 2 号） 

5 年間 

有機溶剤等健康診断個人票（有機則様式第 3
号） 

5 年間 

面接指導の結果の記録 5 年間 
じん肺則施行規則様式第 3 号による記録及
びじん肺健康診断に関するエックス線写真 

病院、診療所又は医師が保存しているエック
ス線写真を除き 7年間 

（表 1：出典）木村大樹『実務解説 労働安全衛生法』（経営書院、2013 年（平成 25 年））376～377 頁

（表 7-10。 
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表 2 登録製造時等検査機関などの帳簿の保存 
区分 記載事項 保存期間 

製造時等検査 ①製造時等検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 
②製造時等検査対象機械・設備の型式、構造及び性能
並びにその安全装置及び附属装置などに関する事項 
③製造時等検査を行った年月日 
④製造時等検査を行った検査員の氏名 
⑤製造時等検査の結果 
⑥製造時等検査合格番号 
⑦その他製造時等検査に関し必要な事項 

3 年間 

性能検査 ①性能検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並び
に性能検査対象機械・設備の設置の場所 
②性能検査対象機械・設備の型式、構造及び性能並び
にその安全装置及び附属装置などに関する事項 
③検査証番号 
④検査証の更新を行った年月日 
⑤検査証の有効期間 
⑥性能検査を行った検査員の氏名 
⑦性能検査の結果 
⑧その他性能検査に関し必要な事項 

3 年間 

個別検定 ①個別検定を受けた者の氏名又は名称 
②個別検定対象機械・設備の種類、型式及び性能 
③個別検定を行った年月日 
④個別検定を行った検定員の氏名 
⑤個別検定の結果 
⑥個別検定合格番号 
⑦その他個別検定に関し必要な事項 

10 年間 

型式検定 ①型式検定を受けた者の氏名又は名称 
②型式検定対象機械・設備の種類、型式及び性能 
③型式検定を行った年月日 
④型式検定を行った検定員の氏名 
⑤型式検定の結果 
⑥型式検定合格番号 
⑦その他型式検定に関し必要な事項 
⑧型式検定を行ったときはその年月日 
⑨型式検定において不合格としたときはその理由 

10 年間 

－3039－



 第 101条～第 103条（大藪俊志・近藤龍志） 

12 

 

特定自主検査 ①特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 
②特定自主検査を行った機械・設備の種類、型式、性
能及び製造年月又は製造番号 
③特定自主検査を行った年月日 
④特定自主検査を実施した者の氏名 
⑤特定自主検査の結果 
⑥その他特定自主検査に関し必要な事項 

3 年間 

免許試験 免許試験の区分ごとの合格者の氏名、生年月日及び住
所 

試験事務を廃止す
るまで 

技能講習又は
教習 

技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、本籍地、
終了年月日及び終了証番号 

技能講習の場合は
業務の廃止まで 
教習の場合は 2 年
間 

①技能講習又は教習の種類、科目及び時間 
②技能講習又は教習を行った年月日 
③技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名
並びにその者の資格に関する事項 
④技能講習又は教習の結果 
⑤その他技能講習又は教習に関し必要な事項 

5 年間 

労働安全コン
サルタント及
び労働衛生コ
ンサルタント
の登録 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタン
ト試験の区分ごとに次の事項 
①各月における登録、登録の拒否及び登録の取消しの
件数 
②各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件
数 
③角津におけるコンサルタントがその業務を廃止又
は死亡した場合の報告などの件数 
④各月の末日において登録を受けている者の人数 

登録事務を廃止す
るまで 

（表 2：出典）木村大樹『実務解説 労働安全衛生法』（経営書院、2013 年（平成 25 年））377～379 頁

（表 7-11） 
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特定自主検査 ①特定自主検査を受けた者の氏名又は名称及び住所 
②特定自主検査を行った機械・設備の種類、型式、性
能及び製造年月又は製造番号 
③特定自主検査を行った年月日 
④特定自主検査を実施した者の氏名 
⑤特定自主検査の結果 
⑥その他特定自主検査に関し必要な事項 

3 年間 

免許試験 免許試験の区分ごとの合格者の氏名、生年月日及び住
所 

試験事務を廃止す
るまで 

技能講習又は
教習 

技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、本籍地、
終了年月日及び終了証番号 

技能講習の場合は
業務の廃止まで 
教習の場合は 2 年
間 

①技能講習又は教習の種類、科目及び時間 
②技能講習又は教習を行った年月日 
③技能講習の講師又は指導員及び技能検定員の氏名
並びにその者の資格に関する事項 
④技能講習又は教習の結果 
⑤その他技能講習又は教習に関し必要な事項 

5 年間 

労働安全コン
サルタント及
び労働衛生コ
ンサルタント
の登録 

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタン
ト試験の区分ごとに次の事項 
①各月における登録、登録の拒否及び登録の取消しの
件数 
②各月における登録証の書換え、再交付及び返納の件
数 
③角津におけるコンサルタントがその業務を廃止又
は死亡した場合の報告などの件数 
④各月の末日において登録を受けている者の人数 

登録事務を廃止す
るまで 

（表 2：出典）木村大樹『実務解説 労働安全衛生法』（経営書院、2013 年（平成 25 年））377～379 頁

（表 7-11） 
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図１ プレス機械等のリーフレット 
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図２ 溶接ヒュームに関するリーフレット
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図２ 溶接ヒュームに関するリーフレット
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